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○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
二
百
一
号

　

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
臨
時
種
畜
検
査
を
実
施
す
る
。

　
　

令
和
七
年
四
月
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

検　

査　

期　

日　

検　

査　

場　

所

家
畜
の
種
類

令
和
七
年
五
月
十
四
日

宇
佐
市
安
心
院
町

豚

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
七
年
四
月
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一
㈠　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

国
東
市
国
東
町
小
原
字
ヲ
ハ
カ
二
七
一
六
番

　

㈡　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

風
害
の
防
備

　

㈢　

解
除
の
理
由

　
　
　

指
定
理
由
の
消
滅

二
㈠　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

国
東
市
国
東
町
小
原
字
ヲ
ハ
カ
二
七
一
六
番

　

㈡　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

公
衆
の
保
健

　

㈢　

解
除
の
理
由

　
　
　

指
定
理
由
の
消
滅

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
三
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
施
行
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
四
月
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

届
出
事
項

　

１　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

佐
伯
市
荒
網
代
浦
百
七
十
四
番
地
一

　
　
　
　

清
家　

省
三

　
　
　

佐
伯
市
高
松
浦
七
百
十
五

（
告
示
）



令
和
七
年
四
月
十
八
日

大
分
県
報

二

　
　
　
　

柴
田　

保
賢

　
　
　

佐
伯
市
霞
ヶ
浦
二
百
五
番
地
一

　
　
　
　

岩
佐　

研
二

　

２　

加
入
区

　
　
　

佐
伯
市
加
入
区

　

３　

法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二　

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
七
年
四
月
十
八
日
か
ら
同
年
五
月
二
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　

㈠　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

　
　

㈡　

佐
伯
市
葛
港
十
七
番
一
号

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
佐
伯
支
店
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
四
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特

定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
七
年
四
月
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

加
入
区
の
名
称

　
　

南
海
部
第
三
加
入
区

二　

加
入
区
の
区
域

　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
旧
鶴
見
町
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

三　

加
入
区
の
区
分

　
　

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
う
ち
ま
き
網
を
使
用
し
て
行
う
も
の

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
五
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特

（
告
示
・
労
働
委
告
示
）

定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
は
、
同
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
七
年
四
月
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

加
入
区
の
名
称

　
　

南
海
部
第
三
加
入
区

二　

加
入
区
の
区
域

　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
う
ち
旧
鶴
見
町
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

三　

加
入
区
の
区
分

　
　

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業
の
う
ち
船
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
も
の

○
労
働
委
員
会
告
示

大
分
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

　

大
分
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
七
年
四
月
十
八
日

大
分
県
労
働
委
員
会
会
長　
　

深　
　
　

田　
　
　

茂　
　
　

人　

氏　
　
　
　

名

現　

職　

及　

び　

前　

歴

委
嘱
年
月
日

深ふ
か　

田だ　

茂し
げ　

人と

大
分
県
労
働
委
員
会
会
長
公
益
委
員

弁
護
士

平
二
八
・
二
・　

九

清し　

水み
ず　

立た
つ　

茂し
げ

大
分
県
労
働
委
員
会
会
長
代
理
公
益
委
員

弁
護
士

令　

二
・
二
・
一
七

後ご　

藤と
う　

素も
と　

子こ

大
分
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

元
大
分
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

令　

六
・
二
・
二
七

渡わ
た　

邊な
べ　

博ひ
ろ　

子こ

大
分
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

大
分
大
学
経
済
学
部
教
授

令　

四
・
二
・
二
二

堀ほ
り　

江え　

貴き

陽よ

子こ

大
分
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

み
ら
い
社
会
保
険
労
務
士
法
人
特
定
社
会
保
険
労
務
士

令　

六
・
二
・
二
七

新し
ん　

宮ぐ
う　

高た
か　

志し

大
分
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

令　

二
・
二
・
一
七
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年
四
月
十
八
日

大
分
県
報

三

全
日
本
運
輸
産
業
労
働
組
合
大
分
県
連
合
会
執
行
委
員
長

山や
ま　

本も
と　

悦え
つ　

子こ

大
分
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
大
分
県
連
合
会
女
性
委
員
会
委
員
長

令　

四
・
九
・
一
三

石い
し　

本も
と　

健け
ん　

二じ

大
分
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
大
分
県
連
合
会
会
長

令　

四
・
二
・
二
二

林は
や
し
　
　
　

大だ
い　

介す
け

大
分
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
大
分
県
支
部
支
部
長

令　

四
・
二
・
二
二

原は
ら　

口ぐ
ち　

享み
ち　

子こ

大
分
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
大
分
県
支
部
男
女
共
同
参
画
推
進
委
員
長

令　

四
・
二
・
二
二

藤ふ
じ　

野の　

久ひ
さ　

信の
ぶ

大
分
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

大
分
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

令　

二
・
二
・
一
七

白し
ら　

川か
わ　

憲け
ん　

一い
ち

大
分
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

大
分
交
通
株
式
会
社
取
締
役
副
社
長

平
三
〇
・
二
・
一
三

髙た
か　

野の　

浩ひ
ろ　

子こ

大
分
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

株
式
会
社
美
装
管
理
代
表
取
締
役

令　

四
・
二
・
二
二

寺て
ら　

司じ　

志し

保ほ

美み

大
分
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

元
株
式
会
社
別
府
衛
生
公
社
代
表
取
締
役

令　

六
・
二
・
二
七

熊く
ま

埜の

御み

堂ど
う 

康や
す　

昭あ
き

大
分
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

三
和
酒
類
株
式
会
社
代
表
取
締
役
常
務

令　

二
・
二
・
一
七

一い
ち　

丸ま
る　

淳じ
ゅ
ん　

司じ

大
分
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

令　

六
・
四
・　

九

平ひ
ら　

山や
ま　

高た
か　

広ひ
ろ

大
分
県
労
働
委
員
会
事
務
局

調
整
審
査
課
長

令　

七
・
四
・　

八

○
公
　
　
　
　
　
告

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

（
労
働
委
告
示
・
公
告
）

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
七
年
四
月
十
八
日　

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　
　

津
久
見
都
市
計
画
用
途
地
域
（
津
久
見
市
決
定
）

　
　

津
久
見
都
市
計
画
公
園　

二
・
二
・
四
号　

え
び
す
児
童
公
園
（
津
久
見
市
決
定
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
・
二
・
五
号　

徳
浦
公
園
（
津
久
見
市
決
定
）

二　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
四
月
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

調
達
す
る
特
定
役
務
の
種
類

　
　

大
分
県
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
Ｗ
ｅ
ｂ
出
願
シ
ス
テ
ム
構
築
・
運
用
業
務
委
託
契
約

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
資
格

　

１　

次
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　

㈠　

競
争
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
（
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年

　
　
　

者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
破
産
者
で
復

　
　
　

権
を
得
な
い
者

　
　

㈡　

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

　
　
　

七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暴
力
団
（
同
条
第
二

　
　
　

号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者

　
　

㈢　

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る

　
　
　

者
に
必
要
な
資
格
（
令
和
二
年
大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
九

　
　
　

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過

　
　
　

し
て
い
な
い
者

　
　

㈣　

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者

　
　

㈤　

国
税
又
は
大
分
県
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

　
　

㈥　

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
（
以
下
「
申
請
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
（
以



令
和
七
年
四
月
十
八
日

大
分
県
報

四

（
公
告
）

　
　
　

下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
継
続
し
て
事
業
を
営
ん
で
い
る
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
る
者

　
　
　

（
基
準
日
に
お
い
て
継
続
し
て
一
年
以
上
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
か
ら
、
当
該
事
業
に
係
る
営
業
の

　
　
　

全
部
又
は
一
部
を
承
継
し
た
者
を
除
く
。
）

　

２　

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈠　

営
業
年
数
（
基
準
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。
）

　
　

㈡　

営
業
実
績
（
申
請
日
の
直
前
の
決
算
期
か
ら
一
年
前
ま
で
の
間
の
事
業
年
度
（
当
該
事
業
年
度
の

　
　
　

決
算
が
申
請
日
ま
で
に
確
定
し
な
い
場
合
は
、
決
算
の
確
定
し
て
い
る
事
業
年
度
）
（
以
下
「
基
準

　
　
　

年
度
」
と
い
う
。
）
の
販
売
実
績
や
契
約
実
績
を
い
う
。
）

　
　

㈢　

経
営
規
模

　
　
　

⑴　

従
業
員
数
（
基
準
日
に
お
け
る
営
業
に
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。
）

　
　
　

⑵　

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
金
の
額
を
い
う
。
）

　
　

㈣　

経
営
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率
、
自
己
資
本
固
定
比
率
及
び
利
益
率
を
い

　
　
　

う
。
）

　
　

㈤　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

三　

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

　

１　

申
請
の
方
法

　
　
　

県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

２　

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

　
　
　

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

　
　
　

〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

電
話　

〇
九
七
―
五
〇
六
―
二
九
五
六

　

３　

申
請
の
時
期

　
　
　

令
和
七
年
四
月
十
八
日
か
ら
同
年
五
月
二
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る

　
　

法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
と
す
る
。
な
お
、
申
請

　
　

者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
受
け
付
け
る
が
、
入
札
に
間
に
合
わ
な

　
　

い
場
合
が
あ
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

　

１　

有
効
期
間

　
　
　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

　

２　

更
新
手
続

　
　
　

令
和
八
年
十
月
一
日
以
後
、
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
に
基
づ
く
入
札
参
加
資

　
　

格
の
審
査
の
申
請
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

五　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

　

１　

申
請
書
の
交
付
場
所

　
　
　

三
の
２
に
同
じ
。

　

２　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

　
　
　

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

https://w
w

w
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六　

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

　

１　

入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
が
次
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
知
事

　
　

が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
三
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
競

　
　

争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

　
　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す

　
　
　

る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈡　

二
の
１
の
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈢　

資
格
審
査
の
申
請
書
（
変
更
届
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載

　
　
　

し
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

　
　

㈣　

廃
業
等
の
届
出
又
は
入
札
参
加
を
希
望
し
て
い
る
業
種
等
の
全
て
を
取
り
下
げ
る
届
出
を
行
っ
た

　
　
　

場
合

　

２　

１
の
㈠
か
ら
㈢
ま
で
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と

　
　

と
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　

令
和
七
年
四
月
十
八
日

大
分
県
立
病
院
長　
　

宇　

都　

宮　
　
　
　
　
　
　

徹　

一　

調
達
を
す
る
物
品
等
の
種
類

　
　

高
精
度
放
射
線
治
療
シ
ス
テ
ム
一
式
（
本
体
及
び
周
辺
機
器
の
搬
入
・
設
置
並
び
に
現
有
機
器
の
撤
去

　

を
含
む
。
）

二　

競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格

　

１　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

　
　
　

次
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　

㈠　

競
争
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
（
被
補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年

　
　
　

者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て
い
る
者
を
除
く
。
）
又
は
破
産
者
で
復
権

　
　
　

を
得
な
い
者



令
和
七
年
四
月
十
八
日

大
分
県
報

五

（
公
告
）

　
　

㈡　

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

　
　
　

七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
暴

　
　
　

力
団
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す

　
　
　

る
者

　
　

㈢　

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
調
達
、
売
払
い
及
び
役
務
の
提
供
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る

　
　
　

者
に
必
要
な
資
格
（
令
和
二
年
大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
九

　
　
　

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過

　
　
　

し
て
い
な
い
者

　
　

㈣　

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
者

　
　

㈤　

国
税
又
は
大
分
県
税
を
滞
納
し
て
い
る
者

　
　

㈥　

資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
（
以
下
「
申
請
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
（
以

　
　
　

下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
継
続
し
て
事
業
を
営
ん
で
い
る
期
間
が
二
年
未
満
で
あ
る
者

　
　
　

（
基
準
日
に
お
い
て
継
続
し
て
二
年
以
上
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
か
ら
、
当
該
事
業
に
係
る
営
業
の

　
　
　

全
部
又
は
一
部
を
承
継
し
た
者
を
除
く
。
）

　

２　

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈠　

営
業
年
数
（
基
準
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。
）

　
　

㈡　

営
業
実
績
（
申
請
日
の
直
前
の
決
算
期
か
ら
一
年
前
ま
で
の
間
の
事
業
年
度
（
当
該
事
業
年
度
の

　
　
　

決
算
が
申
請
日
ま
で
に
確
定
し
な
い
場
合
は
、
決
算
の
確
定
し
て
い
る
事
業
年
度
）
（
以
下
「
基
準

　
　
　

年
度
」
と
い
う
。
）
の
販
売
実
績
や
契
約
実
績
を
い
う
。
）

　
　

㈢　

経
営
規
模

　
　
　

⑴　

従
業
員
数
（
基
準
日
に
お
け
る
営
業
に
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。
）

　
　
　

⑵　

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
金
の
額
を
い
う
。
）

　
　

㈣　

経
営
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
流
動
比
率
、
自
己
資
本
固
定
比
率
及
び
利
益
率
を
い

　
　
　

う
。
）

　
　

㈤　

そ
の
他
大
分
県
立
病
院
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

　

３　

告
示
に
よ
る
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
は
、
大
分
県
立
病
院
長
が
発
注
す
る
競
争
入
札
に

　
　

参
加
す
る
資
格
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

三　

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

　

１　

申
請
の
方
法

　
　
　

大
分
県
立
病
院
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
大
分
県
立
病
院
長
に
提
出
す

　
　

る
も
の
と
す
る
。

　

２　

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

　
　
　

大
分
県
立
病
院
事
務
局
会
計
管
理
課
物
品
管
理
班

　
　
　

〒
八
七
〇
―
八
五
一
一　

大
分
市
豊
饒
二
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

電
話　

○
九
七
―
五
四
六
―
七
四
四
〇

　

３　

申
請
の
時
期

　
　
　

令
和
七
年
四
月
十
八
日
か
ら
同
年
六
月
四
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る

　
　

法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
と
す
る
。
な
お
、
申
請

　
　

者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入
札
に
間
に
合
わ

　
　

な
い
場
合
が
あ
る
。

四　

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

　

１　

有
効
期
間

　
　
　

資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

　

２　

更
新
手
続

　
　
　

令
和
八
年
十
月
一
日
以
後
、
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
に
基
づ
き
入
札
参
加
資

　
　

格
審
査
の
申
請
（
隔
年
七
月
に
申
請
受
付
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

五　

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

　
　

三
の
２
の
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

六　

入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

　

１　

入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
が
次
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
大
分

　
　

県
立
病
院
長
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
三
年
以
内
の
期
間

　
　

を
定
め
て
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す

　
　
　

る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈡　

二
の
１
の
㈠
か
ら
㈤
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

　
　

㈢　

資
格
審
査
の
申
請
書
（
告
示
第
八
条
に
規
定
す
る
変
更
届
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
故

　
　
　

意
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

　
　

㈣　

廃
業
等
の
届
出
又
は
入
札
参
加
を
希
望
し
て
い
る
業
種
等
の
全
て
を
取
り
下
げ
る
届
出
を
行
っ
た

　
　
　

場
合

　

２　

１
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、

　
　

そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　
次

の
と

お
り

総
合

評
価

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

の
で

公
告

す
る

。
　

　
令

和
７

年
４

月
18日
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六

（
公
告
）

　
　

に
遂

行
す

る
こ

と
が

自
社

に
お

い
て

実
施

可
能

で
あ

る
こ

と
。

　
⑹

　
企

画
提

案
書

提
出

時
点

で
過

去
５

年
以

内
に

お
い

て
、

本
県

県
立

高
等

学
校

入
学

者
選

抜
の

受
験

者
　

　
数

と
同

等
以

上
の

規
模

の
入

学
者

選
抜

に
お

け
る

Ｗ
ｅ

ｂ
出

願
シ

ス
テ

ム
（

稼
働

中
の

も
の

に
限

　
　

る
。

）
を

単
年

度
で

構
築

・
本

稼
働

さ
せ

た
実

績
を

有
し

、
業

務
を

遂
行

す
る

た
め

に
十

分
な

組
織

、
　

　
人

員
及

び
経

営
能

力
を

有
し

て
い

る
こ

と
。

　
⑺

　
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
マ

ー
ク

及
び

ISM
S（

IS0 27001/JIS Q
 27001）

の
認

証
を

取
得

し
て

い
る

こ
と

。
　

⑻
　

受
託

者
が

利
用

す
る

デ
ー

タ
セ

ン
タ

ー
は

、
政

府
情

報
シ

ス
テ

ム
の

た
め

の
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
評

価
制

　
　

度
（

ISM
A

P）
に

登
録

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

３
　

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

を
有

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
を

申
請

す
る

時
期

及
び

場
所

　
　

競
争

入
札

参
加

資
格

の
な

い
者

で
入

札
を

希
望

す
る

者
は

、
競

争
入

札
参

加
資

格
審

査
申

請
書

に
必

要
　

書
類

を
添

付
し

て
、

次
に

掲
げ

る
時

期
及

び
場

所
に

提
出

す
る

こ
と

。
　

⑴
　

申
請

の
時

期
　

　
　

令
和

７
年

４
月

18日
（

金
）

か
ら

同
年

５
月

２
日

（
金

）
ま

で
（

日
曜

日
、

土
曜

日
及

び
国

民
の

祝
　

　
日

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
23年

法
律

第
178号

）
に

規
定

す
る

休
日

（
以

下
「

休
日

」
と

い
う

。
）

を
　

　
除

く
。

）
と

す
る

。
な

お
、

申
請

者
が

期
日

以
降

に
申

請
を

希
望

す
る

場
合

は
、

そ
の

後
も

随
時

受
け

　
　

付
け

る
が

、
入

札
に

間
に

合
わ

な
い

場
合

が
あ

る
。

　
⑵

　
申

請
書

の
入

手
場

所
及

び
提

出
先

　
　

　
大

分
県

会
計

管
理

局
用

度
管

財
課

物
品

調
達

班
　

　
　

〒
870－

8501　
大

分
市

大
手

町
３

丁
目

１
番

１
号

　
　

　
電

話
　

097－
506－

2956
　

　
　

大
分

県
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
　

https://w
w

w
.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2024.htm

l
４

　
契

約
に

関
す

る
事

務
を

担
当

す
る

部
局

の
名

称
　

　
大

分
県

教
育

庁
高

校
教

育
課

高
校

改
革

推
進

班
　

　
〒

870－
8503　

大
分

市
府

内
町

３
丁

目
10番

１
号

　
　

電
話

　
097－

506－
5617

５
　

契
約

条
項

を
示

す
場

所
及

び
日

時
　

⑴
　

場
所

　
　

　
上

記
４

に
同

じ
。

　
⑵

　
日

時
　

　
　

令
和

７
年

４
月

18日
（

金
）

か
ら

同
年

５
月

７
日

（
水

）
ま

で
（

日
曜

日
、

土
曜

日
及

び
休

日
を

除
　

　
く

。
）

の
午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
６

　
入

札
説

明
書

の
交

付
場

所
及

び
日

時

大
分

県
知

事
　

　
佐

　
　

　
藤

　
　

　
樹

　
一

　
郎

　
１

　
競

争
入

札
に

付
す

る
事

項
　

⑴
　

調
達

を
す

る
特

定
役

務
の

種
類

　
　

　
大

分
県

立
高

等
学

校
入

学
者

選
抜

Ｗ
ｅ

ｂ
出

願
シ

ス
テ

ム
構

築
・

運
用

業
務

委
託

契
約

　
⑵

　
契

約
期

間
　

　
　

契
約

締
結

日
か

ら
令

和
８

年
３

月
31日

　
⑶

　
履

行
場

所
　

　
　

大
分

県
教

育
庁

高
校

教
育

課
２

　
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
に

関
す

る
事

項
　

　
次

に
掲

げ
る

全
て

の
要

件
を

満
た

し
て

い
る

者
に

限
り

入
札

参
加

を
認

め
る

。
　

⑴
　

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

和
22年

政
令

第
16号

）
第

167条
の

４
の

規
定

に
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

　
　

こ
と

。
　

⑵
　

大
分

県
が

発
注

す
る

物
品

等
の

調
達

、
売

払
い

及
び

役
務

の
提

供
に

係
る

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

　
　

に
必

要
な

資
格

（
以

下
「

競
争

入
札

参
加

資
格

」
と

い
う

。
）

を
取

得
し

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑶

　
こ

の
公

告
の

日
か

ら
10に

掲
げ

る
開

札
ま

で
の

間
に

、
大

分
県

が
発

注
す

る
物

品
等

の
調

達
、

売
払

　
　

い
及

び
役

務
の

提
供

に
係

る
入

札
参

加
資

格
を

有
す

る
者

に
対

す
る

指
名

停
止

の
措

置
を

受
け

て
い

な
　

　
い

者
で

あ
る

こ
と

。
　

⑷
　

自
己

又
は

自
己

の
役

員
等

が
、

次
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

者
で

あ
る

こ
と

及
び

次
に

掲
げ

る
者

　
　

が
、

経
営

に
実

質
的

に
関

与
し

て
い

な
い

者
で

あ
る

こ
と

。
　

　
　

な
お

、
資

格
要

件
確

認
の

た
め

、
大

分
県

警
察

本
部

に
照

会
す

る
場

合
が

あ
る

。
　

　
ア

　
暴

力
団

（
暴

力
団

員
に

よ
る

不
当

な
行

為
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

３
年

法
律

第
77号

）
　

　
　

第
２

条
第

２
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

　
　

イ
　

暴
力

団
員

（
同

条
第

６
号

に
規

定
す

る
暴

力
団

員
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
　

　
ウ

　
暴

力
団

員
が

役
員

と
な

っ
て

い
る

事
業

者
　

　
エ

　
暴

力
団

員
で

あ
る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

、
そ

の
者

を
雇

用
し

、
又

は
使

用
し

て
い

る
者

　
　

オ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
と

下
請

契
約

又
は

資
材

若
し

く
は

原
材

料
の

購
　

　
　

入
契

約
等

を
締

結
し

て
い

る
者

　
　

カ
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
に

経
済

上
の

利
益

又
は

便
宜

を
供

与
し

て
い

る
者

　
　

キ
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
と

社
会

通
念

上
ふ

さ
わ

し
く

な
い

交
際

を
有

す
る

な
ど

社
会

的
に

非
難

さ
　

　
　

れ
る

関
係

を
有

し
て

い
る

者
　

　
ク

　
暴

力
団

又
は

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
こ

れ
を

利
用

し
て

い
る

者
　

⑸
　

当
該

委
託

業
務

を
的

確
に

遂
行

す
る

体
制

・
ノ

ウ
ハ

ウ
等

を
有

し
、

か
つ

、
当

該
委

託
業

務
を

円
滑
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上
記

５
に

同
じ

。
７

　
入

札
参

加
条

件
　

　
入

札
説

明
書

に
規

定
す

る
参

加
資

格
確

認
申

請
書

兼
誓

約
書

等
を

令
和

７
年

５
月

16日
（

金
）

ま
で

に
　

上
記

４
に

掲
げ

る
部

局
に

提
出

し
、

入
札

参
加

資
格

の
確

認
を

受
け

る
こ

と
。

８
　

入
札

書
及

び
契

約
の

手
続

に
お

い
て

使
用

す
る

言
語

及
び

通
貨

　
⑴

　
使

用
言

語
　

日
本

語
　

⑵
　

通
　

　
貨

　
日

本
国

通
貨

９
　

入
札

書
の

提
出

場
所

及
び

提
出

期
限

　
⑴

　
提

出
場

所
　

大
分

県
庁

舎
別

館
６

階
　

61会
議

室
　

　
　

　
　

　
　

　
〒

870－
8503　

大
分

市
府

内
町

３
丁

目
10番

１
号

　
⑵

　
提

出
期

限
　

令
和

７
年

５
月

29日
（

木
）

午
後

４
時

00分
　

　
　

　
　

　
　

　
た

だ
し

、
郵

送
の

場
合

は
同

日
正

午
必

着
で

上
記

４
の

部
局

ま
で

提
出

す
る

こ
と

。
10　

開
札

の
場

所
及

び
日

時
等

　
⑴

　
開

札
場

所
　

大
分

県
庁

舎
別

館
６

階
　

61会
議

室
　

　
　

　
　

　
　

　
〒

870－
8503　

大
分

市
府

内
町

３
丁

目
10番

１
号

　
⑵

　
日

　
　

時
　

令
和

７
年

５
月

29日
（

木
）

午
後

４
時

00分
　

⑶
　

再
度

入
札

　
開

札
し

た
場

合
に

お
い

て
、

落
札

者
が

い
な

い
と

き
は

、
直

ち
に

そ
の

場
所

で
再

度
入

　
　

　
　

　
　

　
札

を
行

う
。

た
だ

し
、

郵
送

に
よ

る
入

札
を

含
む

場
合

は
別

に
定

め
る

場
所

及
び

日
時

に
　

　
　

　
　

　
　

お
い

て
行

う
も

の
と

す
る

。
11　

入
札

保
証

金
に

関
す

る
事

項
　

　
大

分
県

契
約

事
務

規
則

（
昭

和
39年

大
分

県
規

則
第

22号
）

第
20条

第
３

項
第

２
号

の
規

定
に

よ
り

免
　

除
す

る
。

12　
契

約
保

証
金

に
関

す
る

事
項

　
　

大
分

県
契

約
事

務
規

則
第

５
条

第
３

項
第

９
号

の
規

定
に

よ
り

免
除

す
る

。
13　

入
札

の
無

効
　

　
大

分
県

契
約

事
務

規
則

第
27条

に
規

定
す

る
事

項
の

ほ
か

、
次

に
掲

げ
る

事
項

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
　

る
入

札
は

無
効

と
す

る
。

　
　

な
お

、
無

効
入

札
を

し
た

者
は

、
再

度
入

札
に

参
加

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
が

あ
る

。
　

⑴
　

金
額

の
記

載
が

な
い

も
の

　
⑵

　
入

札
に

関
す

る
条

件
に

違
反

し
た

も
の

　
⑶

　
入

札
書

が
所

定
の

場
所

及
び

日
時

に
到

達
し

な
い

と
き

。
　

⑷
　

入
札

書
に

入
札

者
又

は
そ

の
代

理
人

の
記

名
が

な
く

、
入

札
者

が
判

明
で

き
な

い
と

き
。

14　
最

低
制

限
価

格
に

関
す

る
事

項
　

　
設

定
し

な
い

。
15　

落
札

者
の

決
定

方
法

　
⑴

　
入

札
価

格
が

予
定

価
格

の
制

限
の

範
囲

内
で

あ
る

者
の

う
ち

、
提

案
書

評
価

に
よ

る
「

企
画

提
案

　
　

点
」

と
、

入
札

価
格

評
価

に
よ

る
「

価
格

点
」

の
合

計
点

が
最

も
高

い
者

を
落

札
者

と
す

る
。

た
だ

　
　

し
、

提
案

書
評

価
基

準
表

で
必

須
と

さ
れ

る
評

価
細

目
に

１
細

目
で

も
０

点
の

細
目

が
あ

っ
た

場
合

は
　

　
落

札
者

と
し

な
い

。
　

⑵
　

落
札

者
と

な
る

べ
き

者
の

入
札

価
格

に
よ

っ
て

は
、

そ
の

者
に

よ
り

当
該

契
約

の
内

容
に

適
合

し
た

　
　

履
行

が
さ

れ
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き
、

又
は

そ
の

者
と

契
約

を
締

結
す

る
こ

と
が

公
　

　
正

な
取

引
の

秩
序

を
乱

す
こ

と
と

な
る

お
そ

れ
が

あ
っ

て
著

し
く

不
適

当
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

　
　

は
、

予
定

価
格

の
制

限
の

範
囲

内
の

価
格

を
も

っ
て

入
札

し
た

他
の

者
の

う
ち

、
価

格
そ

の
他

の
条

件
　

　
が

本
県

に
と

っ
て

最
も

有
利

な
も

の
を

も
っ

て
申

込
み

を
し

た
者

を
落

札
者

と
す

る
こ

と
が

あ
る

。
　

⑶
　

落
札

者
と

な
る

べ
き

合
計

点
数

の
最

も
高

い
者

が
２

者
以

上
あ

る
と

き
は

、
当

該
入

札
者

に
く

じ
を

　
　

引
か

せ
て

落
札

者
を

決
定

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

入
札

者
の

う
ち

、
く

じ
を

引
か

な
い

者
　

　
が

あ
る

と
き

は
、

こ
れ

に
代

え
て

当
該

入
札

事
務

に
関

係
の

な
い

職
員

に
く

じ
を

引
か

せ
る

も
の

と
す

　
　

る
。

16　
そ

の
他

　
⑴

　
こ

の
調

達
は

、
世

界
貿

易
機

関
（

Ｗ
Ｔ

Ｏ
）

に
基

づ
く

政
府

調
達

に
関

す
る

協
定

の
適

用
を

受
け

　
　

る
。

　
⑵

　
そ

の
他

の
詳

細
は

、
入

札
説

明
書

に
よ

る
。

17　
Sum

m
ary

　
⑴

　
N

ature and quantity of the products to be purchased 
　

　
　

O
ita Prefectural H

igh School A
pplication Portal

　
⑵

　
T

im
e lim

it for tender
 　

　
 4:00p.m

.M
ay 29,2025

　
⑶

　
Contact offi

ce for contract
　

　
　

H
igh School Education D

ivision
　

　
　

3－
10－

1 Funai-cho, O
ita city,870－

8503
　

　
　

T
EL （

097）
506－

5617
　

　
　

　
　

　
　

　
次

の
と

お
り

一
般

競
争

入
札

に
付

す
る

の
で

公
告

す
る

。
　

　
令

和
７

年
４

月
18日



令
和
七
年
四
月
十
八
日

大
分
県
報

八

（
公
告
）

大
分

県
立

病
院

長
　

　
宇

　
都

　
宮

　
　

　
　

　
　

　
徹

　
１

　
競

争
入

札
に

付
す

る
事

項
　

⑴
　

調
達

を
す

る
物

品
等

の
種

類
及

び
予

定
数

量
　

　
　

高
精

度
放

射
線

治
療

シ
ス

テ
ム

一
式

（
本

体
及

び
周

辺
機

器
の

搬
入

・
設

置
並

び
に

現
有

機
器

の
撤

　
　

去
を

含
む

。
）

　
⑵

　
納

入
期

限
　

　
　

　
令

和
８

年
３

月
31日

（
火

）
　

⑶
　

納
入

場
所

　
　

　
大

分
県

立
病

院
２

　
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
に

関
す

る
事

項
　

⑴
　

競
争

入
札

参
加

資
格

　
　

　
大

分
県

が
発

注
す

る
物

品
等

の
調

達
、

売
払

い
及

び
役

務
の

提
供

に
係

る
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
　

　
に

必
要

な
資

格
を

得
て

い
る

者
で

あ
る

こ
と

。
　

⑵
　

申
請

の
方

法
　

　
　

⑴
に

掲
げ

る
入

札
参

加
資

格
の

な
い

者
で

入
札

を
希

望
す

る
者

は
、

競
争

入
札

参
加

資
格

審
査

申
請

　
　

書
に

必
要

書
類

を
添

付
し

て
提

出
す

る
こ

と
。

　
⑶

　
競

争
入

札
参

加
資

格
審

査
申

請
書

の
入

手
先

及
び

問
合

せ
先

　
　

　
大

分
県

立
病

院
事

務
局

会
計

管
理

課
物

品
管

理
班

　
　

　
〒

870－
8511　

大
分

市
豊

饒
二

丁
目

８
番

１
号

　
　

　
電

話
　

097－
546－

7440
３

　
競

争
入

札
に

参
加

す
る

者
に

必
要

な
資

格
を

有
す

る
か

ど
う

か
の

審
査

を
申

請
す

る
時

期
及

び
場

所
　

⑴
　

申
請

の
時

期
　

　
　

令
和

７
年

４
月

18日
（

金
）

か
ら

同
年

６
月

３
日

（
火

）
ま

で
（

日
曜

日
、

土
曜

日
及

び
国

民
の

祝
　

　
日

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
23年

法
律

第
178号

）
に

規
定

す
る

休
日

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
　

　
後

５
時

ま
で

　
　

　
な

お
、

申
請

者
が

期
日

以
降

に
申

請
を

希
望

す
る

場
合

は
、

そ
の

後
も

随
時

に
受

け
付

け
る

が
、

入
　

　
札

に
間

に
合

わ
な

い
場

合
が

あ
る

。
　

⑵
　

申
請

書
の

提
出

先
　

　
　

２
の

⑶
に

同
じ

。
４

　
契

約
条

項
を

示
す

場
所

及
び

日
時

　
⑴

　
場

所
　

　
　

大
分

県
立

病
院

事
務

局
会

計
管

理
課

物
品

管
理

班

　
　

　
〒

870－
8511　

大
分

市
豊

饒
二

丁
目

８
番

１
号

　
　

　
電

話
　

097－
546－

7440
　

⑵
　

日
時

　
　

　
令

和
７

年
４

月
18日

（
金

）
か

ら
同

年
６

月
３

日
（

火
）

ま
で

（
日

曜
日

、
土

曜
日

及
び

国
民

の
祝

　
　

日
に

関
す

る
法

律
に

規
定

す
る

休
日

を
除

く
。

）
の

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

５
　

入
札

説
明

書
の

交
付

場
所

及
び

日
時

　
　

４
に

同
じ

。
６

　
競

争
入

札
参

加
条

件
　

⑴
　

大
分

県
が

発
注

す
る

物
品

等
の

調
達

、
売

払
い

及
び

役
務

の
提

供
に

係
る

競
争

入
札

に
参

加
す

る
者

　
　

に
必

要
な

資
格

を
得

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑵

　
自

己
又

は
自

己
の

役
員

等
が

、
次

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
及

び
次

に
掲

げ
る

者
　

　
が

、
そ

の
経

営
に

実
質

的
に

関
与

し
て

い
な

い
者

で
あ

る
こ

と
。

　
　

　
な

お
、

資
格

要
件

確
認

の
た

め
、

大
分

県
警

察
本

部
に

照
会

す
る

場
合

が
あ

る
。

　
　

ア
　

暴
力

団
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
３

年
法

律
第

77号
）

　
　

　
第

２
条

第
２

号
に

規
定

す
る

暴
力

団
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
　

　
イ

　
暴

力
団

員
（

暴
力

団
員

に
よ

る
不

当
な

行
為

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

６
号

に
規

定
す

　
　

　
る

暴
力

団
員

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

　
　

ウ
　

暴
力

団
員

が
役

員
と

な
っ

て
い

る
事

業
者

　
　

エ
　

暴
力

団
員

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

そ
の

者
を

雇
用

し
、

又
は

使
用

し
て

い
る

者
　

　
オ

　
暴

力
団

員
で

あ
る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

、
そ

の
者

と
下

請
契

約
又

は
資

材
若

し
く

は
原

材
料

の
購

　
　

　
入

契
約

等
を

締
結

し
て

い
る

者
　

　
カ

　
暴

力
団

又
は

暴
力

団
員

に
経

済
上

の
利

益
又

は
便

宜
を

供
与

し
て

い
る

者
　

　
キ

　
暴

力
団

又
は

暴
力

団
員

と
社

会
通

念
上

ふ
さ

わ
し

く
な

い
交

際
を

有
す

る
な

ど
社

会
的

に
非

難
さ

　
　

　
れ

る
関

係
を

有
し

て
い

る
者

　
　

ク
　

暴
力

団
又

は
暴

力
団

員
で

あ
る

こ
と

を
知

り
な

が
ら

こ
れ

ら
を

利
用

し
て

い
る

者
　

⑶
　

こ
の

調
達

に
係

る
入

札
説

明
書

に
基

づ
き

、
入

札
参

加
申

請
の

手
続

を
行

っ
た

者
で

あ
る

こ
と

。
７

　
入

札
書

及
び

契
約

の
手

続
に

お
い

て
使

用
す

る
言

語
及

び
通

貨
　

⑴
　

使
用

言
語

　
日

本
語

　
⑵

　
通

　
　

貨
　

日
本

国
通

貨
８

　
入

札
書

の
提

出
場

所
及

び
提

出
期

限
　

⑴
　

提
出

場
所

　
大

分
県

立
病

院
事

務
局

会
計

管
理

課
物

品
管

理
班

　
　

⑵
　

提
出

期
限

　
令

和
７

年
６

月
４

日
（

水
）

午
前

９
時

30分



令
和
七
年
四
月
十
八
日

大
分
県
報

九

　
　

　
　

　
　

　
　

た
だ

し
、

郵
送

の
場

合
は

、
同

月
３

日
（

火
）

午
後

５
時

ま
で

に
必

着
の

こ
と

。
９

　
開

札
の

場
所

及
び

日
時

等
　

⑴
　

開
札

場
所

　
大

分
県

立
病

院
３

階
　

地
域

医
療

室
　

⑵
　

日
　

　
時

　
令

和
７

年
６

月
４

日
（

水
）

午
前

９
時

30分
　

⑶
　

再
度

入
札

　
開

札
を

し
た

場
合

に
お

い
て

、
落

札
者

が
い

な
い

と
き

は
、

地
方

自
治

法
施

行
令

（
昭

　
　

　
　

　
　

　
和

22年
政

令
第

16号
）

第
167条

の
８

第
４

項
の

規
定

に
よ

り
再

度
の

入
札

を
行

う
。

こ
　

　
　

　
　

　
　

の
場

合
に

お
い

て
、

再
度

の
入

札
は

、
１

回
を

限
度

と
し

、
入

札
者

又
は

そ
の

代
理

人
の

　
　

　
　

　
　

　
全

て
が

立
ち

会
っ

て
い

る
場

合
は

直
ち

に
そ

の
場

で
、

郵
便

に
よ

る
入

札
を

含
む

場
合

は
　

　
　

　
　

　
　

別
に

定
め

る
場

所
及

び
日

時
に

行
う

も
の

と
す

る
。

10　
入

札
保

証
金

に
関

す
る

事
項

　
　

見
積

金
額

の
100分

の
５

以
上

の
入

札
保

証
金

を
納

付
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

落
札

者
が

契
約

を
締

結
　

し
な

い
こ

と
と

な
る

お
そ

れ
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

入
札

保
証

金
の

全
部

又
は

一
部

の
納

付
が

　
免

除
さ

れ
る

。
11　

契
約

保
証

金
に

関
す

る
事

項
　

　
契

約
金

額
の

100分
の

10以
上

の
契

約
保

証
金

を
納

付
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

次
の

場
合

は
、

契
約

保
　

証
金

の
全

部
又

は
一

部
の

納
付

が
免

除
さ

れ
る

。
　

⑴
　

保
険

会
社

と
の

間
に

大
分

県
立

病
院

長
を

被
保

険
者

と
す

る
履

行
保

証
保

険
契

約
を

締
結

し
た

と
　

　
き

。
　

⑵
　

過
去

２
年

間
に

国
（

独
立

行
政

法
人

通
則

法
（

平
成

11年
法

律
第

103号
）

第
２

条
第

１
項

に
規

定
　

　
す

る
独

立
行

政
法

人
及

び
国

立
大

学
法

人
法

（
平

成
15年

法
律

第
112号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
　

　
る

国
立

大
学

法
人

を
含

む
。

）
又

は
地

方
公

共
団

体
（

地
方

独
立

行
政

法
人

法
（

平
成

15年
法

律
第

　
　

118号
）

第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
地

方
独

立
行

政
法

人
を

含
む

。
）

と
種

類
及

び
規

模
を

ほ
ぼ

同
　

　
じ

く
す

る
契

約
を

数
回

以
上

に
わ

た
っ

て
締

結
す

る
と

と
も

に
、

こ
れ

ら
を

全
て

誠
実

に
履

行
し

、
か

　
　

つ
、

将
来

契
約

を
履

行
し

な
い

こ
と

と
な

る
お

そ
れ

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
と

き
。

12　
入

札
の

無
効

　
　

大
分

県
契

約
事

務
規

則
（

昭
和

39年
大

分
県

規
則

第
22号

）
第

27条
に

規
定

す
る

事
項

の
ほ

か
、

次
に

　
掲

げ
る

事
項

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

入
札

は
無

効
と

す
る

。
　

　
な

お
、

無
効

入
札

を
し

た
者

は
、

再
度

入
札

に
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

が
あ

る
。

　
⑴

　
金

額
の

記
載

が
な

い
も

の
　

⑵
　

入
札

に
関

す
る

条
件

に
違

反
し

た
も

の
　

⑶
　

入
札

書
が

所
定

の
場

所
及

び
日

時
に

到
達

し
な

い
と

き
。

　
⑷

　
入

札
書

に
入

札
者

又
は

そ
の

代
理

人
の

記
名

が
な

く
、

入
札

者
が

判
明

で
き

な
い

と
き

。

　
⑸

　
誤

字
及

び
脱

字
等

に
よ

り
、

必
要

事
項

が
確

認
で

き
な

い
と

き
。

13　
落

札
者

の
決

定
の

方
法

　
⑴

　
有

効
な

入
札

書
を

提
出

し
た

者
で

、
大

分
県

契
約

事
務

規
則

第
23条

の
規

定
に

よ
り

作
成

さ
れ

た
予

　
　

定
価

格
の

範
囲

内
で

最
低

の
価

格
を

も
っ

て
入

札
を

し
た

も
の

を
落

札
者

と
す

る
。

　
⑵

　
落

札
と

な
る

べ
き

同
価

の
入

札
を

し
た

者
が

２
人

以
上

あ
る

と
き

は
、

直
ち

に
、

当
該

入
札

者
に

く
　

　
じ

を
引

か
せ

て
落

札
者

を
決

定
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
当

該
入

札
者

の
う

ち
く

じ
を

引
か

な
い

　
　

者
が

あ
る

と
き

は
、

こ
れ

に
代

え
て

、
当

該
入

札
事

務
に

関
係

の
な

い
職

員
に

く
じ

を
引

か
せ

る
も

の
　

　
と

す
る

。
14　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

　
　

２
の

⑶
に

記
載

す
る

部
局

と
す

る
。

15　
そ

の
他

　
　

こ
の

調
達

は
、

世
界

貿
易

機
関

（
Ｗ

Ｔ
Ｏ

）
に

基
づ

く
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

。
16　

Sum
m

ary
　

⑴
　

N
ature and quantity of the products to be purchased 

　
　

　
A

 set H
igh-Precision Radiation therapy System

　
　

　
Q

uantity：
1set

　
⑵

　
D

elivery D
eadline

　
　

　
M

arch 31, 2026
　

⑶
　

D
elivery Place

　
　

　
O

ita Prefectural H
ospital

　
⑷

　
T

im
e lim

it for tender
　

　
　

9:30a.m
. June 4,2025

　
⑸

　
Contact offi

ce for contract
　

　
　

Supplies and Property M
anagem

ent Section
　

　
　

A
ccounting M

anagem
ent D

ivision
　

　
　

O
ita Prefectural H

ospital
　

　
　

2－
8－

1 Bunyou,O
ita City 870－

8511
　

　
　

T
EL 097－

546－
7440

（
公
告
）


